
 

市民の方からの御意見と対応 

 

＜令和５年１０月２９日＞ 

 御意見 対応 

１ 事務事業評価の

やり方を改めるべ

きです。明らかに

無駄な事業はたく

さんあります。 

政策評価も事務

事業もやっている

意味があるのでし

ょうか。 

市民が評価し

て、評価が悪けれ

ばやめるなど、実

効性を持たせるべ

きです。 

本市では、「京都市行政活動及び外廓団体の経営の評価

に関する条例」に基づき、総合的かつ体系的な行政評価の

仕組みを構築しております。 

 事務事業評価につきましては、個別事業の必要性や効

率性等を評価し、その結果を踏まえて事業見直しを行う

ことを目的に実施しています。令和３年８月に策定した

行財政改革計画に「評価の簡素化を図り、効率的な運用を

実施」と掲げたことを踏まえ、令和３年度からは、評価対

象事業を新規事業に限定して実施するなど、簡素化し、効

率的な手法により評価を行い、経常的な事務事業の評価

については、毎年度の予算編成において、その趣旨を活か

して取り組んでいるところです。 

 政策評価につきましては、「はばたけ未来へ！ 京プラ

ン 2025（京都市基本計画）」に掲げる政策及び施策を対象

に、その達成度を評価するため、統計データ等による「客

観指標評価」に加え、市民へのアンケート調査結果に基づ

く「市民生活実感評価」を行うことで、市民からの評価も

反映した総合的な評価を実施しており、市民公募委員に

も参加いただく第三者機関である京都市政策評価委員会

からも、全国的に見ても先進的で特徴的な制度であると

評価をいただいています。 

 また、その評価結果につきましては、市民の皆様に公表

するとともに、より効果的な政策の立案や市政の推進に

活用しております。 

 いただいた御意見につきましては、今後の評価制度の

在り方を検討する際の参考とさせていただきます。 

※ 事務事業評価に関する御意見・御提案は以下のフォ

ームで随時受け付けております。 

 京都市:事務事業評価に関する御意見・御提案 (kyoto.lg.jp) 

 

https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=7446
https://sc.city.kyoto.lg.jp/multiform/multiform.php?form_id=7446

